
   核兵器禁止条約第３回締約国会議へのオブザー  

バー参加を日本政府に求める意見書  

 

 ウクライナに軍事侵攻したロシアが核兵器の使用をちらつ

かせるなどの威嚇を行い、人類は、かつてないほどの核の脅威

にさらされています。  

こうした中、核廃絶を求める世界の声は高まりを見せており、

核兵器の開発や保有、使用などを禁止する核兵器禁止条約の締

約国は、発効から３年が経過し、７３か国に達しました。  

日本はこの条約に対し、批准をしていないが、「核廃絶の出

口に当たる重要な条約である」と高く評価しています。未批准

国もオブザーバーとして参加する権利があり、一昨年６月に開

かれた核兵器禁止条約の初めての締約国会議には、ＮＡＴＯ加

盟国であるノルウェー、ドイツなどがオブザーバーとして参加

し、昨年１１月に開かれた第２回の締約国会議には３５か国が

オブザーバー参加するなど、国際的な広がりを見せています。 

唯一の戦争被爆国であり、核保有国と非保有国との橋渡しを

目指す日本が、多くの非保有国で構成される締約国会議にオブ

ザーバー参加することにより、非保有国と意思疎通を図り、そ

のメッセージを核保有国に伝える重要な役割を果たすことが

できます。  

また、締約国の中には、カザフスタンのように過去に核実験

が行われた国もあり、こうした国の被爆者への医療支援などに、

日本の様々な知見や経験を役立てることもできます。  

よって、政府及び国会におかれましては、核兵器をめぐる情

勢が混迷の様相を呈する今こそ、核廃絶の議論を前に進めるた

め、来年３月に予定されている次回の締約国会議にオブザーバ

ー参加されるよう強く要望します。  

  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 



  令和６年１２月１７日  

 

尾  道  市  議  会  

 

 関係行政庁及び国会あて  


